
 

鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学授業料等減免費交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「法」

という。）第１０条の規定に基づき、法第７条第１項の確認を受けた公立大学法人公立鳥取環

境大学（以下「環境大学」という。）が行う法第８条第１項の規定に基づく授業料等の減免

（以下「授業料等減免」という。）に要する費用の交付について、法、大学等における修学の

支援に関する法律施行令（令和元年政令第49号）、大学等における修学の支援に関する法律施

行規則（令和元年文部科学省令第６号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、鳥取市

公立大学法人公立鳥取環境大学授業料等減免費交付金（以下「本交付金」という。）につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（交付の目的） 

第２条 本交付金は、環境大学が行う授業料等減免を行うために要する経費を交付し、その修学に

係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整

備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。 

（交付金の額） 

第３条 市は、前条の目的を達成するため、環境大学が省令で定める基準及び方法により特に優れ

た者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認定した者に授業料等減免を行うた

めに要する経費（交付決定のあった日の属する年度の授業料等に係るものに限る。）につい

て、環境大学に対し、予算の範囲内で本交付金を交付する。 

２ 交付額は、授業料等減免に要する経費の額に１／２を乗じて得た額とする。 

（交付の申請等） 

第４条 環境大学は、本交付金の交付を受けようとするときは、鳥取市公立大学法人公立鳥取環境

大学授業料等減免費交付金交付申請書（様式第１号）に様式第２号及び様式第３号を添えて、

市長に提出しなければならない。 

２ 環境大学は、次条第２項の規定による通知を受けた場合において、次のいずれかに係る変更の

必要が生じたときは、速やかに鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学授業料等減免費交付金変



 

更交付申請書（様式第４号）に当該変更を証する書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 本交付金に係る事業の中止又は廃止 

⑵ 本交付金の増額を伴う変更 

 ⑶ 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めたときは、原則として交付の申請を受けた日から３０日以内に本交付金の交付を決定する

ものとする。この場合において、市長は、本交付金の交付の目的を達成するために必要な指示

又は条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の規定により本交付金の交付の決定をしたときは、鳥取市公立大学法人公立鳥取

環境大学授業料等減免費交付金交付決定通知書（様式第５号）により環境大学に通知するもの

とする。 

３ 前２項の規定は、前条第２項の規定による変更の申請について準用する。 

（交付金の請求） 

第６条 環境大学は、本交付金の交付を請求するときは、鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学授

業料等減免費交付金交付請求書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（契約等） 

第７条 環境大学は、授業料等減免に係る業務及びこれに附帯する業務を遂行するため、売買、請

負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、授業料等減免の

運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意

契約をすることができる。 

(実績報告) 

第８条 環境大学は、本交付金の交付に係る事業を完了又は中止若しくは廃止したときは、鳥取市

公立大学法人公立鳥取環境大学授業料等減免費交付金実績報告書（様式第７号）に様式第２号及

び様式第３号を添えて市長に提出しなければならない。 



 

２ 前項の報告は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

⑴ 本交付金に係る事業の完了又は中止若しくは廃止の日から３０日を経過する日 

⑵ 本交付金に係る事業の交付決定があった日の属する年度の翌年度の４月１０日 

(交付金の額の確定) 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて

現地調査等を行い、本交付金の交付に係る事業が決定内容等に従って遂行されていると認めたと

きは、交付すべき額を確定し、鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学授業料等減免費交付金交付

額確定通知書（様式第８号）により、環境大学へ通知するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、環境大学が次のいずれかに該当するときは、本交付金の交付の決定の全部又は

一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により本交付金の交付を受けたとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか、本交付金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しく

は条件等に違反したとき。 

（交付金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により本交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、環境大学に対し、期限を定めて、

その返還を命じるものとする。 

（検査等） 

第１２条 市長は、本交付金の適正な執行を図るため、環境大学に対して必要な事項について報告

をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時授業料等減免の状況を検査することができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付に関し必要な事項は、企画推進部長が別

に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和２年９月８日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 


